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管理不全空家等・特定空家等と管理指針の基本的考え方

○ 現行の特定空家等ガイドラインの基準をベースに、次のように考え方を整理。
・４つの観点ごとに、「建築物の倒壊」｢アスベストの飛散｣など、空家等に起因する｢避けるべき事象｣を整理。

⇒ 特定空家等の基準は、当該事象に繋がる｢兆候｣であると整理

・上記の｢兆候｣が生じる原因(｢部材の経年劣化｣｢強風等の加力による破損｣｢雨水侵入による腐食｣など)を整理。
⇒ これらに対応するための点検、予防、補修等の行為を管理指針として作成
⇒ 当該指針に基づく管理がされておらず、一定の｢兆候｣が認められる状態を管理不全空家等の基準として作成

○ 現行の特定空家等の基準は基本的に網羅しているが、再整理に伴い、一部、表現の適正化、類似項目
の統合等を行っている。

○ 管理指針は、所有者向けに、分かりやすいリーフレット等を別途作成予定。

避けるべき事象 兆候 原因 管理

特定空家等の状態 管理不全空家等の状態 点検 措置

保安上危険 建築物等の倒壊
擁壁の崩壊
部材等の落下
部材等の飛散

衛生上有害 石綿の飛散
健康被害の発生

景観悪化 景観悪化

周辺の生活環境の
保全への影響

汚水等による悪臭の発生

不法侵入の発生

落雪による通行障害等の発生

立木等への接触等の発生

動物等による騒音の発生

動物等の侵入等の発生

管理不全空家等・特定空家等の参考基準 管理指針

・建築物の1/20超の
傾斜

・倒壊のおそれがあ
るほどの著しい屋
根全体の変形又は
外装材の剥落若し
くは脱落

・倒壊のおそれがあ
るほどの著しい構
造部材の破損、腐
朽、蟻害、腐食等
又は構造部材同士
のずれ

・屋根の変形又は
外装材の剥落若
しくは脱落

・構造部材の破損、
腐朽、蟻害、腐
食

・雨水浸入の痕跡

・建築物の傾き
・屋根の変形
・構造部材の破損、
腐朽、蟻害、腐
食等

・雨水浸入の痕跡

・構造部材等
の補修、防
腐・防蟻・
若しくは防
錆処理



管理不全空家等の参考基準、管理指針（案）

○現行の特定空家等のガイドラインを基本として、４つの観点（保安上危険、衛生上有害、景観悪化、周辺の

生活環境への影響）の｢避けるべき事象｣ごとに、｢特定空家等の状態｣｢管理不全空家等の状態｣を提示。
また、これらの状態にならないようにするための管理の行為を｢管理指針｣として提示。

避けるべき事象 ＜特定空家等の状態＞ ＜管理不全空家等の状態＞ ＜あるべき管理＞

（例）

空家等の状態

悪

屋根ふき材の飛散
（保安上の危険）

汚水等による健康被害
（衛生上の有害）

飛散のおそれが
あるほどの著しい
屋根ふき材の破損等

屋根ふき材の破損等
一定の頻度で
屋根ふき材の

点検・補修等を行うこと

汚水等の流出のおそれが
あるほどの著しい
排水設備の破損等

排水設備の破損等
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倒壊のおそれが
あるほどの著しい

立木の傾斜、幹の腐朽

立木の伐採等が
なされておらず、

腐朽が認められる状態

一定の頻度で
排水設備(浄化槽を含む)の
点検・補修等を行うこと

立木の倒壊
（保安上の危険）

一定の頻度で
立木の

点検・伐採等を行うこと

管理指針に即した管理がなされていない

管理指針として策定
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